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マ
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養
衛
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の
見
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に
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説

明
す
る
の
で
、
一
緒
に
勉
強
し
ま
し
ょ
う
。

難
し
い
言
葉
の
解
説
は
巻
末
の
用
語
集
を
み
て
ね
。

お
願
い
し
ま
す
！

馬
の
所
有
者
は

家
畜
防
疫
の
最
前
線
を

担
っ
て
い
て
、

馬
の
伝
染
性
疾
病
の

発
生
予
防
と
ま
ん
延
防
止
に

努
め
る
責
任
が
あ
る
の
。

そ
の
責
任
を
果
た
す
た
め
の

決
ま
り
ご
と
が
、

飼
養
衛
生
管
理
基
準
な
の
よ
。

ま
ず
は
、
基
本
事
項
と
し
て
、

以
下
の
内
容
を
準
備
・
作
成

す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て

い
る
の
よ
。

な
る
ほ
ど
な
～

わ
か
り
ま
し
た
！

馬の所有者は
衛生管理に対する責務を理解し、

飼養衛生管理者は
衛生管理の取組を実施すること

1

農場の平面図を作成すること
家保の検査及び指導を受けること

2

担当の獣医師又は
診療施設を定めること

5

衛生管理記録を作成し、
1年間保管すること

4

管理記録

飼養衛生管理
マニュアルを作成すること

3

担当の獣医師等の専門家の意見を
反映した上で作成し、印刷して

従事者に配布するようにしてください

マニュアル
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8飼
養
衛
生
管
理
基
準
で
は
、
衛
生
管
理
区
域
を

設
定
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
よ
。

衛
生
管
理
区
域
は
、
部
外
者
の
立
入
制
限
を
行
い
、
出
入
口
で
の

消
毒
、
衣
服
や
靴
の
交
換
な
ど
の
衛
生
管
理
を
重
点
的
に
実
施
す
る
こ
と
で
、

病
原
体
に
汚
染
さ
れ
る
可
能
性
が
少
な
い
清
浄
区
域
を
作
り
、

農
場
へ
の
病
原
体
の
侵
入
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
た
め
に
設
定
す
る
も
の
な
の
。

衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
の
数
は
最
小
限
に
し
て
、

部
外
者
や
野
生
動
物
を
入
れ
な
い
た
め
、
衛
生
管
理
区
域
と
そ
れ
以
外
を

柵
な
ど
で
明
確
に
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
出
入
り
す
る
と
き
に
は
、

消
毒
が
必
要
よ
。
ま
た
、
衛
生
管
理
区
域
に
は
次
の
1
か
ら
3
ま
で
の

施
設
・
設
備
・
敷
地
が
全
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
ね
。

6
馬
を
飼
養
す
る
厩
舎
、

パ
ド
ッ
ク
、
放
牧
場
等

1

馬
に
直
接
接
触
す
る

物
品
の
保
管
場
所

2

馬
に
直
接
触
れ
た
も
の
が
消
毒
や
衣
服
及
び
靴
の

交
換
を
行
わ
ず
に
行
動
す
る
範
囲

3

岐阜県提供資料を基に作成

衛
生
管
理
区
域
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
必
要
の
あ
る
施
設・設
備

気
を
つ
け
よ
う
！

な
る
ほ
ど
！

健やか
ステー

ブル

衛生管
理区域

関係者
以外

立入禁
止

馬の伝染性疾病対策を行っている牧場の一例

繁殖馬厩舎エリア繁殖馬厩舎エリア

育成馬厩舎エリア育成馬厩舎エリア

調教馬場
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衛生管理区域



Ⅰ：
家
畜
防
疫
に
関
す
る
基
本
的
事
項

飼
養
環
境
に
関
す
る
事
項

衛
生
管
理
区
域
の
設
定

6

06 05

衛
生
管
理
区
域
の
設
定

　〜育
成
馬
厩
舎
エ
リ
ア
の
出
入
口
付
近
〜

Ⅰ：
家
畜
防
疫
に
関
す
る
基
本
的
事
項

6

衛
生
管
理
区
域
の
設
定

8飼
養
衛
生
管
理
基
準
で
は
、
衛
生
管
理
区
域
を

設
定
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
よ
。

衛
生
管
理
区
域
は
、
部
外
者
の
立
入
制
限
を
行
い
、
出
入
口
で
の

消
毒
、
衣
服
や
靴
の
交
換
な
ど
の
衛
生
管
理
を
重
点
的
に
実
施
す
る
こ
と
で
、

病
原
体
に
汚
染
さ
れ
る
可
能
性
が
少
な
い
清
浄
区
域
を
作
り
、

農
場
へ
の
病
原
体
の
侵
入
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
た
め
に
設
定
す
る
も
の
な
の
。

衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
の
数
は
最
小
限
に
し
て
、

部
外
者
や
野
生
動
物
を
入
れ
な
い
た
め
、
衛
生
管
理
区
域
と
そ
れ
以
外
を

柵
な
ど
で
明
確
に
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
出
入
り
す
る
と
き
に
は
、

消
毒
が
必
要
よ
。
ま
た
、
衛
生
管
理
区
域
に
は
次
の
1
か
ら
3
ま
で
の

施
設
・
設
備
・
敷
地
が
全
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
ね
。

6
馬
を
飼
養
す
る
厩
舎
、

パ
ド
ッ
ク
、
放
牧
場
等

1

馬
に
直
接
接
触
す
る

物
品
の
保
管
場
所

2

馬
に
直
接
触
れ
た
も
の
が
消
毒
や
衣
服
及
び
靴
の

交
換
を
行
わ
ず
に
行
動
す
る
範
囲

3

岐阜県提供資料を基に作成

衛
生
管
理
区
域
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
必
要
の
あ
る
施
設・設
備

気
を
つ
け
よ
う
！

な
る
ほ
ど
！

健やか
ステー

ブル

衛生管
理区域

関係者
以外

立入禁
止
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衛生管理区域



Ⅱ：
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生
管
理
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域
へ
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病
原
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の
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人
に
関
す
る
事
項

衛
生
管
理
区
域
へ
の
必
要
の
な
い
者
の
立
入
り
の
制
限・他
の
馬
の
飼
養
施
設
等
に
立
ち
入
っ
た
者
等
が
衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
際
の
措
置

衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
の
手
指
消
毒
等

7

9
〜

衛
生
管
理
区
域
へ
の
必
要
の

な
い
者
の
立
入
り
の
制
限

7

他
の
馬
の
飼
養
施
設
等
に
立
ち
入
っ
た
者
等
が

衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
際
の
措
置

8

衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
の
手
指
消
毒
等

9

衛
生
管
理
区
域
に
入
る

人
の
管
理
は
特
に
重
要
よ
。

必
要
の
な
い
人
が
許
可
な
く

入
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、

出
入
口
の
数
を
必
要
最
小
限
に

し
て
、
出
入
口
付
近
に
近
づ
く

人
が
見
え
る
よ
う
に

「
関
係
者
以
外
立
入
禁
止
」
の

看
板
な
ど
を
設
置
す
る
よ
う
に

し
て
ね
。

人
が
病
原
体
を
侵
入
さ
せ
る

リ
ス
ク
が
あ
る
か
ら
、
当
日
に
他
の
牧
場
に
立

ち
入
っ
た
人
や
、
過
去
一
週
間
以
内
に
海
外
か

ら
入
国
し
た
人
も
衛
生
管
理
区
域
内
へ
立
ち
入

ら
せ
な
い
よ
う
に
し
て
ね
。

家
畜
防
疫
員
、
獣
医
師
、
装
蹄
師
、
飼
料
運
搬

業
者
な
ど
が
や
む
を
得
ず
立
ち
入
る
場
合
は
、

シ
ャ
ワ
ー
や
着
替
え
な
ど
の
防
疫
措
置
が

必
要
だ
か
ら
ね
。

衛
生
管
理
区
域
の
入
口
に
は

消
毒
設
備
を
設
置
し
て
、

衛
生
管
理
区
域
に
入
る
全
て
の
人
に
手
指
の
洗

浄
及
び
消
毒
を
し
っ
か
り
や
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
大
切
。

衛
生
管
理
区
域
専
用
の
手
袋
を
着
用
し
て
も

い
い
わ
よ
。

▲衛生管理区域への立入制限の看板

衛生管理区域
関係者以外
立入禁止

衛
生
管
理
区
域
へ
の
必
要
の
な
い
者
の
立
入
り
の
制
限

　〜繁
殖
馬
厩
舎
エ
リ
ア
の
出
入
口
付
近
〜

7

健やか
ステー

ブル

健やか
ステー

ブル

衛生管
理区域

関係者
以外

立入禁
止

入退場記録簿
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物
品
に
関
す
る
事
項
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衛
生
管
理
区
域
へ
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病
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体
の
侵
入
防
止

Ⅱ：
衛
生
管
理
区
域
へ
の
病
原
体
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侵
入
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止

10 09

衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
車
両
の
消
毒
等・他
の
馬
の
飼
養
施
設
等
で
使
用
し
た
物
品
を
衛
生
管
理
区
域
に
持
ち
込
む
際
の
措
置

10

11
〜

衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
車
両
の
消
毒
等

10

他
の
馬
の
飼
養
施
設
等
で
使
用
し
た
物
品
を

衛
生
管
理
区
域
に
持
ち
込
む
際
の
措
置

11▼ヘルメット▼超音波画像
　診断装置

▶鞭
▲鞍

清
掃
又
は
消
毒
が
必
要
な
物
品
の
例

そ
う
そ
う
、
あ
と
注
意
点
と
し
て

動
力
噴
霧
器
な
ど
で

車
両
か
ら
落
と
し
た
泥
や
汚
れ
の
上
を
、

人
や
車
両
が
通
過
し
て
二
次
汚
染
し
な
い
よ
う
に
、

消
毒
場
所
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
舗
装
し
た
り
、

側
溝
を
整
備
し
て
洗
い
流
せ
る
よ
う
に
す
る
か
、

泥
や
汚
れ
に
十
分
な
量
の
消
毒
薬
を

散
布
す
る
こ
と
も
必
要
よ
。

車
の
出
入
り
も

基
本
的
に
人
と
同
じ
で
す
よ
ね
！

衛
生
管
理
区
域
内
に
出
入
り
す
る
と
き
、

病
原
体
を
持
ち
込
ん
だ
り
、

逆
に
病
原
体
を
持
ち
出
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、

衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
に
車
両
の
消
毒
設
備
を

設
置
し
て
、
出
入
り
す
る
車
両
に
は

必
ず
消
毒
し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
！

消
毒
の
実
施
記
録
も
書
く
！

他
の
馬
の
飼
養
施
設
で
使
用
し
た

又
は
使
用
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
は

基
本
的
に
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し
て
ね
。

ど
う
し
て
も
持
ち
込
む
場
合
に
は
、

し
っ
か
り
洗
浄
や
消
毒
を
し
て
か
ら

持
ち
込
む
こ
と
が
大
切
よ
。

衛
生
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
車
両
の
消
毒
等

　〜衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
で
立
ち
話
〜

10

▲動力噴霧器を用いた車両消毒風景▲消石灰の散布
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て
つ
お
く
ん
が

海
外
旅
行
に
行
っ
た
っ
て
話
し
て
た
よ
ね
。

旅
行
で
使
っ
た
衣
服
や
靴
で
牧
場
に

来
て
い
な
い
わ
よ
ね
。

帰
国
後
一
週
間
は
衛
生
管
理
区
域
内
に

入
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

病
原
体
を
持
ち
込
む
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
、

過
去
二
カ
月
以
内
に
海
外
で
使
用
し
た
衣
服
や

靴
を
衛
生
管
理
区
域
内
に
持
ち
込
ん
じ
ゃ
だ
め
よ
。

持
ち
込
む
場
合
は
、
衣
服
や
靴
を
事
前
に
洗
浄
や

消
毒
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
ね
。

Ⅱ：
衛
生
管
理
区
域
へ
の
病
原
体
の
侵
入
防
止

Ⅱ：
衛
生
管
理
区
域
へ
の
病
原
体
の
侵
入
防
止

馬
を
導
入
す
る
際
の
健
康
観
察
等

　〜育
成
馬
厩
舎
の
前
で
〜

14

20 19

Ⅱ：
衛
生
管
理
区
域
へ
の
病
原
体
の
侵
入
防
止

Ⅱ：
衛
生
管
理
区
域
へ
の
病
原
体
の
侵
入
防
止

12 11

物
品
に
関
す
る
事
項

海
外
で
使
用
し
た
衣
服
等
を

衛
生
管
理
区
域
に
持
ち
込
む
際
の
措
置

12

海
外
で
使
用
し
た
衣
服
等
を
衛
生
管
理
区
域
に
持
ち
込
む
際
の
措
置・飲
用
水
の
給
与

12

13
〜

海
外
で
使
っ
た
衣
服
や
靴
は

海
外
用
と
し
て
買
っ
て
持
っ
て
い
っ
た
し
、

牧
場
に
は
持
っ
て
き
て
な
い
で
す
。

ど
ん
な
注
意
点
が
あ
る
ん
で
す
か
？

環
境
中
の
ウ
イ
ル
ス
の

生
残
期
間

飲
用
水
の
給
与

13う
ち
は
井
戸
水
を
利
用
し
て
い
る
け
ど
、

消
毒
を
し
て
定
期
的
に
水
質
検
査
を
行
っ
て
ま
す
。

水
の
消
毒
は
し
っ
か
り
ね
。

水
道
水
の
よ
う
な
飲
用
に
適
す
る
水
な
ら

い
い
け
ど
、
沢
水
や
た
め
池
の
水
は
野
生
動
物
が

触
れ
て
病
原
体
が
入
る
リ
ス
ク
が
あ
る
か
ら
ね
。

給
与
水
の
種
類
と
使
用
条
件（
例
）

使
用
可

水
道
水

年
一
回
以
上
の
水
質
検
査
に
よ
り
「
飲
用
可
」
で
あ
る
こ
と

が
理
想
的
。

大
腸
菌
が
陽
性
又
は
一
般
細
菌
数
が
許
容
値
以
上
の
場
合
は
、

点
滴
式
の
塩
素
消
毒
と
塩
素
濃
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
推
奨

井
戸
水

年
一
回
の
水
質
検
査
及
び
点
滴
式
の
塩
素
消
毒
と

塩
素
濃
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
推
奨

沢
水
な
ど
の
表
面
水

環境状況 生残期間

馬鼻肺炎ウイルス
（馬ヘルペスウイルス1型）

馬インフルエンザウイルス

多くの臨床現場

ウイルスにとって
理想的な環境下

固形物の表面

～7日

～35日

～2日

American Association of Equine Practitioners（AAEP）の Infectious Disease Guidelines より転載  



て
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お
く
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人
に
関
す
る
事
項

厩
舎
に
立
ち
入
る
者
の
手
指
消
毒
等・厩
舎
の
入
口
に
お
け
る
靴
の
交
換
又
は
消
毒

15

16
〜

15

厩
舎
に
立
ち
入
る
者
の
手
指
消
毒
等

　〜調
教
前
後
の
育
成
馬
厩
舎
に
て
〜

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

14 13

厩
舎
に
立
ち
入
る
者
の
手
指
消
毒
等

15

厩
舎
の
入
口
に
お
け
る
靴
の
交
換
又
は
消
毒

16

消
毒
効
果
を
十
分
に
得
る
た
め
、

消
毒
の
前
に
手
を
洗
浄
し

汚
れ（
有
機
物
等
）を
除
去
す
る
こ
と
!

厩
舎
か
ら
出
る
と
き
も

忘
れ
ず
に
ね
。

衛
生
管
理
区
域
内
で
も
病
原
体
が

存
在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

前
提
に
、
判
断・行
動
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
。

例
え
ば
、
厩
舎
に
入
る
際
も
、

手
指
を
洗
っ
て
消
毒
す
る
か
、

厩
舎
専
用
の
手
袋
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

手
袋
は
新
し
い
も
の
や
し
っ
か
り

洗
濯
し
た
も
の
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

厩
舎
で
は
、

そ
の
厩
舎
専
用
の
靴
に
履
き
替
え
て
ね
。

で
も
、
地
面
が
舗
装
さ
れ
て
い
て
移
動
前

に
十
分
に
消
毒
で
き
て
い
る
場
所
を
通
る

な
ど
、
病
原
体
の
汚
染
リ
ス
ク
が
な
い
状

態
で
の
移
動
で
は
靴
の
交
換
は
不
要
よ
。

厩
舎
に
入
る
人
に
対
し
て

専
用
の
靴
を

用
意
し
な
い
と
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。

▲厩舎入口の風景

▲靴の履替え・石鹸による手洗い・手指の消毒
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、
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の
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の
移
動
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不
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よ
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入
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に
対
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て
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飼
養
管
理
に
使
用
す
る

鼻
ネ
ジ
や
膣
鏡
な
ど
の

体
液
が
付
着
す
る
物
品
は
、
定
期
的
に

清
掃
又
は
消
毒
す
る
こ
と
が
必
要
よ
。

も
ち
ろ
ん
、そ
れ
ら
を
使
用
し
た
と
き
は
、

少
な
く
と
も
一
頭
ご
と
に
交
換
又
は

消
毒
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
か
ら
ね
。

検
査
用
グ
ロ
ー
ブ
の
よ
う
な

使
い
捨
て
タ
イ
プ
の
も
の
は
、

一
頭
ご
と
の
交
換
に
な
る
わ
ね
。

馬
具
に
つ
い
て
も
、
定
期
的
な
清
掃
や

消
毒
が
必
要
よ
。

特
に
体
調
が
悪
い
馬
が
い
る
場
合
に
は
、

伝
染
病
の
可
能
性
も
考
え
て
、

他
の
馬
と
の
馬
具
の
共
用
は
避
け
て
ね
。

物
品
に
関
す
る
事
項
17

18
〜 17

器
具
の
定
期
的
な
清
掃
又
は
消
毒
等

　〜育
成
馬
の
歯
の
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
は
づ
き
先
生
〜

16 15

器
具
の
定
期
的
な
清
掃
又
は
消
毒
等

17

器
具
の
定
期
的
な
清
掃
又
は
消
毒
等・厩
舎
外
で
の
病
原
体
に
よ
る
汚
染
防
止

厩
舎
外
で
の
病
原
体
に
よ
る

汚
染
防
止

18衛
生
管
理
区
域
内

の
も
の
で
も
、

不
必
要
な
も
の
は
厩
舎
に

持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し
な

い
と
い
け
な
い
ん
で
す
ね
。

衛
生
管
理
区
域
内

で
あ
っ
て
も

病
原
体
が
存
在
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
か
ら
、

不
必
要
な
物
品
は

持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に

し
な
い
と
い
け
な
い
わ
ね
。

※馬の歯を治療目的で削る行為は、獣医師でなければ実施できません

体液が付着するもの

定期的な洗浄、消毒
使用後一頭ごとに洗浄、消毒

不
必
要
な
物
品
は

持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に

し
ま
す
！

ハミ

馬服 膣鏡検査用グローブ

鼻ネジ

使い捨てタイプのもの

一頭ごとに交換

馬具など

定期的な洗浄、消毒

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

わ
か
り
ま
し
た
！
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！



野
生
動
物
に
関
す
る
事
項

野
生
動
物
の
侵
入
防
止
の
た
め
の
死
体
の
適
正
な
保
管

給
餌
設
備
、給
水
設
備
等
へ
の
野
生
動
物
の
排
せ
つ
物
等
の
混
入
の
防
止

19

20
〜

20

給
餌
設
備
、給
水
設
備
等
へ
の
野
生
動
物
の
排
せ
つ
物
等
の
混
入
の
防
止

　〜育
成
馬
厩
舎
の
ハ
ナ
マ
エ
で
〜

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

18 17　

野
生
動
物
の
侵
入
防
止
の
た
め
の

死
体
の
適
正
な
保
管

19

給
餌
設
備
、給
水
設
備
等
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【
番
外
編
】不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
施
設（
観
光
牧
場
な
ど
）に
お
け
る
対
応
ポ
イ
ン
ト
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馬
に
関
す
る
事
項

毎
日
の
健
康
観
察
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・
体
調
の
悪
い
馬
が
い
る
場
所
、
頭
数
、
症
状
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亡
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の
有
無
と
状
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産
記
録
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日
の
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康
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察
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の
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康
観
察
が
重
要
な
こ
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は

分
か
る
の
だ
け
ど
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
内
容
を

観
察
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
？

毎
日
の
健
康
観
察
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チ
ェ
ッ
ク
す
る
事
項
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馬管理表（様式例）

毎
日
の
健
康
観
察
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
事
項
を
ま
と
め
た
カ
ー
ド
作
成
例

…
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に
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が
な
い
か
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認
し
て
ね
。
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康
観
察
で
は
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て
の
馬
の
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康
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態
が
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つ
も
と
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ら
な
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ど
う
か
を
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し
て
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体
ご
と
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態
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飼
料
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、
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温
な
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し
、
調
子
の
悪
い
馬
が
い
る
場
所
や

頭
数
、
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状
な
ど
を
記
録
す
る
こ
と
が
大
切
よ
。

も
し
、
異
常
な
行
動
や
症
状
を
示
し
た
ら
、

程
度
に
応
じ
て
担
当
の
獣
医
師
へ
の
連
絡
や
相
談
、

家
保
へ
の
通
報
も
必
要
だ
か
ら
ね
。

適
切
な
衛
生
管
理
区
域
の
設
定

入
退
場
者
へ
の
協
力
依
頼

衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
に
お
け
る
消
毒
設
備・機
材
の
設
置

（
手
指・靴・車
両
）

①
伝
染
病
の
発
生
予
防
措
置
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

②
一
週
間
以
内
の
海
外
渡
航
歴
の
あ
る
者
の
入
場
拒
否

衛
生
措
置
の
周
知

（
口
頭
・
場
内
放
送
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
）

③
入
場
可
能
区
域
に
お
け
る
手
指
、
靴
の
消
毒
と

肉
製
品
の
持
込
禁
止

④
立
入
禁
止
区
域
に
お
け
る
部
外
者
の
立
入
禁
止

立
て
看
板
等
の
設
置

毎
日
の
馬
の
健
康
観
察

◎
元
気
・
食
欲
、
体
温
、
鼻
汁
や
流
涎
の
有
無
、
糞
の
性
状

◎
ふ
れ
あ
い
で
使
用
し
た
馬
を
他
馬
か
ら
隔
離
飼
養
（
一
週
間
）

馬
の
異
状
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
通
報
ル
ー
ル
の
作
成

衛
生
管
理
区
域
に
出
入
り
す
る
際
の
病
原
体
の
持
込
み
及
び

持
出
し
を
防
止
す
る
た
め
の
規
則（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）の
作
成

お
よ
び
掲
示

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

馬房番号：１ 馬主： きちんとHLD.

月　　日

37.9 38.0 38.1 37.8

良い 疲れ気味 元気 元気

普通

破傷風

左前ケガ

生き生きサプリ
1

健やかペースト
2

生き生きサプリ
1

健やかペースト
2

〇㎏ 〇㎏

運動 普通 強め

〇升 〇升

軟膏 物療

8　　11 月　　日8　　12 月　　日8　　13 月　　日8　　14 月　　日8　　15

馬名： ウマタロウ

体温

体調

調教

治療

濃厚

草

添加

ワクチン

その他

飼葉

消毒のお願い

関係者以外立入禁止

クラブハウス

立入禁止区域立入禁止区域

入場可能区域入場可能区域

放牧場

パドック・馬場

厩舎エリア

入場可能区域

立入禁止区域

にこやか牧場

衛生管理区域

関係者以外
立入禁止

これより先
厩舎エリア
のため

これより先
衛生管理区域

出入りの際に
手指消毒と靴底消毒を
お願いします

肉製品の持込みはご遠慮ください



【
番
外
編
】不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
施
設（
観
光
牧
場
な
ど
）に
お
け
る
対
応
ポ
イ
ン
ト

21

馬
に
関
す
る
事
項

毎
日
の
健
康
観
察

23

・
体
調
の
悪
い
馬
が
い
る
場
所
、
頭
数
、
症
状

・
死
亡
し
た
馬
の
有
無
と
状
況

・
出
産
記
録

毎
日
の
健
康
観
察

23毎
日
の
健
康
観
察
が
重
要
な
こ
と
は

分
か
る
の
だ
け
ど
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
内
容
を

観
察
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
？

毎
日
の
健
康
観
察
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
事
項

22

馬管理表（様式例）

毎
日
の
健
康
観
察
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
事
項
を
ま
と
め
た
カ
ー
ド
作
成
例

…

馬
に
異
状
が
な
い
か
確
認
し
て
ね
。

健
康
観
察
で
は
全
て
の
馬
の
健
康
状
態
が

い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
、

個
体
ご
と
に
健
康
状
態
、
飼
料
摂
取
状
況
、

体
温
な
ど
を
記
録
し
、
調
子
の
悪
い
馬
が
い
る
場
所
や

頭
数
、
症
状
な
ど
を
記
録
す
る
こ
と
が
大
切
よ
。

も
し
、
異
常
な
行
動
や
症
状
を
示
し
た
ら
、

程
度
に
応
じ
て
担
当
の
獣
医
師
へ
の
連
絡
や
相
談
、

家
保
へ
の
通
報
も
必
要
だ
か
ら
ね
。

適
切
な
衛
生
管
理
区
域
の
設
定

入
退
場
者
へ
の
協
力
依
頼

衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
に
お
け
る
消
毒
設
備・機
材
の
設
置

（
手
指・靴・車
両
）

①
伝
染
病
の
発
生
予
防
措
置
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

②
一
週
間
以
内
の
海
外
渡
航
歴
の
あ
る
者
の
入
場
拒
否

衛
生
措
置
の
周
知

（
口
頭
・
場
内
放
送
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
）

③
入
場
可
能
区
域
に
お
け
る
手
指
、
靴
の
消
毒
と

肉
製
品
の
持
込
禁
止

④
立
入
禁
止
区
域
に
お
け
る
部
外
者
の
立
入
禁
止

立
て
看
板
等
の
設
置

毎
日
の
馬
の
健
康
観
察

◎
元
気
・
食
欲
、
体
温
、
鼻
汁
や
流
涎
の
有
無
、
糞
の
性
状

◎
ふ
れ
あ
い
で
使
用
し
た
馬
を
他
馬
か
ら
隔
離
飼
養
（
一
週
間
）

馬
の
異
状
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
通
報
ル
ー
ル
の
作
成

衛
生
管
理
区
域
に
出
入
り
す
る
際
の
病
原
体
の
持
込
み
及
び

持
出
し
を
防
止
す
る
た
め
の
規
則（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）の
作
成

お
よ
び
掲
示

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

馬房番号：１ 馬主： きちんとHLD.

月　　日

37.9 38.0 38.1 37.8

良い 疲れ気味 元気 元気

普通

破傷風

左前ケガ

生き生きサプリ
1

健やかペースト
2

生き生きサプリ
1

健やかペースト
2

〇㎏ 〇㎏

運動 普通 強め

〇升 〇升

軟膏 物療

8　　11 月　　日8　　12 月　　日8　　13 月　　日8　　14 月　　日8　　15

馬名： ウマタロウ

体温

体調

調教

治療

濃厚

草

添加

ワクチン

その他

飼葉

消毒のお願い

関係者以外立入禁止

関係者以外立入禁止

クラブハウス

立入禁止区域立入禁止区域

入場可能区域入場可能区域

放牧場

パドック・馬場

厩舎エリア

入場可能区域

立入禁止区域

にこやか牧場

衛生管理区域

関係者以外
立入禁止
関係者以外
立入禁止

これより先
厩舎エリア
のため

これより先
衛生管理区域衛生管理区域

出入りの際に
手指消毒と靴底消毒を
お願いします

肉製品の持込みはご遠慮ください

【
番
外
編
】不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
出
入
り
す
る
施
設（
観
光
牧
場
な
ど
）に
お
け
る
対
応
ポ
イ
ン
ト

21

馬
に
関
す
る
事
項

毎
日
の
健
康
観
察

23

・
体
調
の
悪
い
馬
が
い
る
場
所
、
頭
数
、
症
状

・
死
亡
し
た
馬
の
有
無
と
状
況

・
出
産
記
録

毎
日
の
健
康
観
察

23毎
日
の
健
康
観
察
が
重
要
な
こ
と
は

分
か
る
の
だ
け
ど
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
内
容
を

観
察
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
？

毎
日
の
健
康
観
察
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
事
項

22

馬管理表（様式例）

毎
日
の
健
康
観
察
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
事
項
を
ま
と
め
た
カ
ー
ド
作
成
例

…

馬
に
異
状
が
な
い
か
確
認
し
て
ね
。

健
康
観
察
で
は
全
て
の
馬
の
健
康
状
態
が

い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
、

個
体
ご
と
に
健
康
状
態
、
飼
料
摂
取
状
況
、

体
温
な
ど
を
記
録
し
、
調
子
の
悪
い
馬
が
い
る
場
所
や

頭
数
、
症
状
な
ど
を
記
録
す
る
こ
と
が
大
切
よ
。

も
し
、
異
常
な
行
動
や
症
状
を
示
し
た
ら
、

程
度
に
応
じ
て
担
当
の
獣
医
師
へ
の
連
絡
や
相
談
、

家
保
へ
の
通
報
も
必
要
だ
か
ら
ね
。

適
切
な
衛
生
管
理
区
域
の
設
定

入
退
場
者
へ
の
協
力
依
頼

衛
生
管
理
区
域
の
出
入
口
に
お
け
る
消
毒
設
備・機
材
の
設
置

（
手
指・靴・車
両
）

①
伝
染
病
の
発
生
予
防
措
置
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

②
一
週
間
以
内
の
海
外
渡
航
歴
の
あ
る
者
の
入
場
拒
否

衛
生
措
置
の
周
知

（
口
頭
・
場
内
放
送
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
）

③
入
場
可
能
区
域
に
お
け
る
手
指
、
靴
の
消
毒
と

肉
製
品
の
持
込
禁
止

④
立
入
禁
止
区
域
に
お
け
る
部
外
者
の
立
入
禁
止

立
て
看
板
等
の
設
置

毎
日
の
馬
の
健
康
観
察

◎
元
気
・
食
欲
、
体
温
、
鼻
汁
や
流
涎
の
有
無
、
糞
の
性
状

◎
ふ
れ
あ
い
で
使
用
し
た
馬
を
他
馬
か
ら
隔
離
飼
養
（
一
週
間
）

馬
の
異
状
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
通
報
ル
ー
ル
の
作
成

衛
生
管
理
区
域
に
出
入
り
す
る
際
の
病
原
体
の
持
込
み
及
び

持
出
し
を
防
止
す
る
た
め
の
規
則（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）の
作
成

お
よ
び
掲
示

Ⅲ：
衛
生
管
理
区
域
内
に
お
け
る
病
原
体
に
よ
る
汚
染
拡
大
防
止

馬房番号：１ 馬主： きちんとHLD.

月　　日

37.9 38.0 38.1 37.8

良い 疲れ気味 元気 元気

普通

破傷風

左前ケガ

生き生きサプリ
1

健やかペースト
2

生き生きサプリ
1

健やかペースト
2

〇㎏ 〇㎏

運動 普通 強め

〇升 〇升

軟膏 物療

8　　11 月　　日8　　12 月　　日8　　13 月　　日8　　14 月　　日8　　15

馬名： ウマタロウ

体温

体調

調教

治療

濃厚

草

添加

ワクチン

その他

飼葉

消毒のお願い

関係者以外立入禁止

クラブハウス

立入禁止区域立入禁止区域

入場可能区域入場可能区域

放牧場

パドック・馬場

厩舎エリア

入場可能区域

立入禁止区域

にこやか牧場

衛生管理区域

関係者以外
立入禁止

これより先
厩舎エリア
のため

これより先
衛生管理区域

出入りの際に
手指消毒と靴底消毒を
お願いします

肉製品の持込みはご遠慮ください



人
に
関
す
る
事
項

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

24

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る
者
の
手
指
消
毒
等

　〜育
成
馬
厩
舎
に
て
〜

24 23

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る
者
の
手
指
消
毒
等

24

病
原
体
を
持
ち
出
さ
な
い
た
め
に
は
、

衛
生
管
理
区
域
の
出
口
付
近
で
の
手
指
の
洗
浄

及
び
消
毒
が
重
要
だ
わ
。

退
出
者
に
は
必
ず
消
毒
設
備
で

手
指
の
消
毒
を
し
て
も
ら
う
こ
と

衛
生
管
理
区
域
の
出
口
付
近
に

消
毒
設
備
を
設
置
す
る
こ
と

怖
い
伝
染
病
か
ら

私
た
ち
を
守
っ
て
ね
！

衛
生
管
理
区
域
か
ら

退
出
す
る
と
き
に
重
要
な
こ
と

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る
者
の
手
指
消
毒
等

24
・
病
原
体
を
持
ち
込
ま
な
い

・
区
域
内
で
拡
げ
な
い

・
区
域
外
へ
持
ち
出
さ
な
い

衛
生
管
理
区
域
の
入
口
と

出
口
は
分
け
た
方
が
い
い
ん
で
す
か
？

衛
生
管
理
区
域
の
入
口
と

出
口
は
別
々
に
分
け
る
必
要
は
な
い
し
、

同
じ
消
毒
設
備
で
構
わ
な
い
わ
。

衛
生
管
理
区
域
内
で
手
袋
を
着
用
す
る

場
合
に
は
、
使
用
済
み
の
手
袋
は

定
期
的
に
洗
濯
・
消
毒
し
て
ね
。

使
い
捨
て
の
場
合
は

袋
で
密
封
し
て
処
理
し
、
出
口
で
は
、

手
袋
の
外
側
に
付
着
し
た
病
原
体
が

区
域
外
に
拡
散
し
な
い
よ
う

注
意
す
る
こ
と
ね
。

靴
も
出
る
と
き
に
洗
浄
や
消
毒

あ
る
い
は
履
き
替
え
る
こ
と
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
ね
。

靴底まで▶
しっかりと洗浄する

▲使用後の使い捨て
手袋はゴミ袋に入れる ▲汚れが付着した

長靴をしっかりと洗浄

しっかりと

洗浄ね！
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関
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で
手
袋
を
着
用
す
る

場
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に
は
、
使
用
済
み
の
手
袋
は

定
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的
に
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ね
。

使
い
捨
て
の
場
合
は

袋
で
密
封
し
て
処
理
し
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口
で
は
、

手
袋
の
外
側
に
付
着
し
た
病
原
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が

区
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に
拡
散
し
な
い
よ
う

注
意
す
る
こ
と
ね
。

靴
も
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る
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に
洗
浄
や
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る
い
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履
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る
こ
と
を
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れ
な
い
よ
う
に
ね
。
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しっかりと洗浄する

▲使用後の使い捨て
手袋はゴミ袋に入れる ▲汚れが付着した

長靴をしっかりと洗浄

しっかりと

洗浄ね！



自
分
の
牧
場
に
病
原
体
を

持
ち
込
ま
な
い
こ
と
も
大
事
だ
け
ど
、

牧
場
外
に
持
ち
出
さ
な
い
こ
と
も

重
要
な
の
で
、
牧
場
に
入
る
と
き
と

同
様
に
出
る
と
き
も

車
両
を
消
毒
し
な
い
と
だ
め
よ
。

車
両
の
消
毒
に
は
、
動
力
噴
霧
器
、

車
両
用
消
毒
ゲ
ー
ト
、
車
両
用
消
毒

槽
、
消
石
灰
帯
（
長
さ
は
日
常
的
に

出
入
り
す
る
車
両
の
長
さ
の
約
二
倍
、

そ
の
他
十
分
な
幅
、
適
切
な
量
の
散

布
が
必
要
。）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
理
的
状
況
に
応
じ
て

適
切
な
消
毒
設
備
を
整
備
し
、

必
ず
車
両
消
毒
を
実
施
す
る
こ
と
が

大
切
な
の
よ
。

物
品
に
関
す
る
事
項

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る
車
両
の
消
毒・衛
生
管
理
区
域
か
ら
搬
出
す
る
物
品
の
消
毒
等

25

26
〜

26 25

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る

車
両
の
消
毒

25

衛
生
管
理
区
域
か
ら
搬
出
す
る
物
品
の
消
毒
等

26

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

25

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る
車
両
の
消
毒

　〜馬
を
降
ろ
し
た
後
の
馬
運
車
の
前
で
〜

▲動力噴霧器を用いた車両消毒風景▲消石灰の散布

衛
生
管
理
区
域
内
か
ら

物
品
を
持
ち
出
す
と
き
に
は
、

必
ず
消
毒
を
し
て
ね
。

物
品
に
は
何
が

含
ま
れ
る
ん
で
す
か
？

極
力
不
必
要
な

も
の
は
衛
生
管
理
区
域
内

に
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に

し
な
い
と
な
。

衛
生
管
理
区
域
内
で

使
用
し
た
、
病
原
体
な
ど
が
付
着
し

又
は
付
着
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

全
て
よ
。

衛
生
管
理
区
域
内
の
工
事
で
使
用

す
る
工
具
な
ど
、
馬
の
飼
養
に
直
接

関
係
し
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
わ
。

そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
に
適
し
た

消
毒
方
法
で
消
毒
す
る
か
、

使
い
捨
て
の
物
は

密
封
で
き
る
容
器
に
入
れ
て

持
ち
出
す
よ
う
に
し
て
ね
。

▲不必要なものは持ち込まないようにすること



自
分
の
牧
場
に
病
原
体
を

持
ち
込
ま
な
い
こ
と
も
大
事
だ
け
ど
、

牧
場
外
に
持
ち
出
さ
な
い
こ
と
も

重
要
な
の
で
、
牧
場
に
入
る
と
き
と

同
様
に
出
る
と
き
も

車
両
を
消
毒
し
な
い
と
だ
め
よ
。

車
両
の
消
毒
に
は
、
動
力
噴
霧
器
、

車
両
用
消
毒
ゲ
ー
ト
、
車
両
用
消
毒

槽
、
消
石
灰
帯
（
長
さ
は
日
常
的
に

出
入
り
す
る
車
両
の
長
さ
の
約
二
倍
、

そ
の
他
十
分
な
幅
、
適
切
な
量
の
散

布
が
必
要
。）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
理
的
状
況
に
応
じ
て

適
切
な
消
毒
設
備
を
整
備
し
、

必
ず
車
両
消
毒
を
実
施
す
る
こ
と
が

大
切
な
の
よ
。

物
品
に
関
す
る
事
項

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る
車
両
の
消
毒・衛
生
管
理
区
域
か
ら
搬
出
す
る
物
品
の
消
毒
等

25

26
〜

26 25

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る

車
両
の
消
毒

25

衛
生
管
理
区
域
か
ら
搬
出
す
る
物
品
の
消
毒
等

26

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

25

衛
生
管
理
区
域
か
ら
退
出
す
る
車
両
の
消
毒

　〜馬
を
降
ろ
し
た
後
の
馬
運
車
の
前
で
〜

▲動力噴霧器を用いた車両消毒風景▲消石灰の散布

衛
生
管
理
区
域
内
か
ら

物
品
を
持
ち
出
す
と
き
に
は
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よ
う
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い
と
な
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域
内
で

使
用
し
た
、
病
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体
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ど
が
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着
し

又
は
付
着
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た
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

全
て
よ
。

衛
生
管
理
区
域
内
の
工
事
で
使
用

す
る
工
具
な
ど
、
馬
の
飼
養
に
直
接

関
係
し
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
わ
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そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
に
適
し
た

消
毒
方
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で
消
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す
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、
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入
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て
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よ
う
に
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。

▲不必要なものは持ち込まないようにすること



馬
に
関
す
る
事
項

馬
の
出
荷
又
は
移
動
時
の
健
康
観
察

異
状
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
出
荷
及
び
移
動
の
停
止

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

Ⅳ：
衛
生
管
理
区
域
外
へ
の
病
原
体
の
拡
散
防
止

27

28
〜

28 27

27

馬
の
出
荷
又
は
移
動
時
の
健
康
観
察

　〜馬
を
乗
せ
る
馬
運
車
の
前
で
〜

馬
の
出
荷
又
は
移
動
時
の

健
康
観
察

27

異
状
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
出
荷

及
び
移
動
の
停
止

28

出
荷
等
の

移
動
時
も
馬
に
異
状
が

な
い
か
健
康
状
態
を

し
っ
か
り
と
チ
ェ
ッ
ク

す
る
必
要
が
あ
る
わ
。

牧
場
外
へ
の
移
動
で

馬
に
異
状
が
あ
れ
ば
、

牧
場
外
へ
病
原
体
を

拡
げ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
か
ら
ね
。

馬
の
死
体
又
は

排
せ
つ
物
も
、
牧
場
外

へ
移
動
さ
せ
る
場
合
は
、

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
な
ど
で

漏
出
防
止
策
を

行
う
こ
と
が
大
切
よ
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
に

注
意
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
？

馬
の
伝
染
病
が
疑
わ
れ
る

死
亡
数
の
増
加
や
異
状
（
食
欲
不

振
、
下
痢
、
削
痩
、
起
立
不
能
、

流
産
等
）
が
認
め
ら
れ
る
馬
の
数

が
増
加
す
る
場
合
は
、
直
ち
に

担
当
の
獣
医
師
の
診
療
か
家
保
の

指
導
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
よ
。

少
な
く
と
も
監
視
伝
染
病
に

か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

す
る
ま
で
の
間
、
牧
場
か
ら
の

馬
の
移
動
は
行
わ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

異
常
な
馬
を
移
動
す
れ
ば
、

伝
染
病
が
ま
ん
延
し
て
し
ま
う

お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
注
意
し
な
い

と
い
け
な
い
わ
。

移動
OK！移動
OK！

移動時の健康観察はしっかりと行いましょう！
チェック表

□その1.…

□その2.…

移動停止移動停止

異状もなく健康な馬有症状の元気のない馬
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動
さ
せ
る
場
合
は
、

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
な
ど
で

漏
出
防
止
策
を

行
う
こ
と
が
大
切
よ
。

ど
の
よ
う
な
こ
と
に

注
意
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
？

馬
の
伝
染
病
が
疑
わ
れ
る

死
亡
数
の
増
加
や
異
状
（
食
欲
不

振
、
下
痢
、
削
痩
、
起
立
不
能
、

流
産
等
）
が
認
め
ら
れ
る
馬
の
数

が
増
加
す
る
場
合
は
、
直
ち
に

担
当
の
獣
医
師
の
診
療
か
家
保
の

指
導
を
受
け
る
こ
と
が
大
切
よ
。

少
な
く
と
も
監
視
伝
染
病
に

か
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

す
る
ま
で
の
間
、
牧
場
か
ら
の

馬
の
移
動
は
行
わ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

異
常
な
馬
を
移
動
す
れ
ば
、

伝
染
病
が
ま
ん
延
し
て
し
ま
う

お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
注
意
し
な
い

と
い
け
な
い
わ
。

移動
OK！移動
OK！

移動時の健康観察はしっかりと行いましょう！
チェック表

□その1.…

□その2.…

移動停止移動停止

異状もなく健康な馬有症状の元気のない馬



消
毒
薬
に
つ
い
て

消
毒
液
の
作
成
方
法

計量カップ

消毒槽

動力噴霧器※消毒液別、作成量別に
分けて用意する

タンク

表
を
参
考
に
、作
り
た
い
消
毒
液
の
希
釈
倍
率
と

水
の
量
を
確
認
し
て
、消
毒
薬
と
混
ぜ
ま
し
ょ
う
。

消
毒
液
の
希
釈
倍
率（
倍
）

消毒液
原液量
（mℓ）

水（ℓ）

2 10 100 500

100

500

1000

2000

20 100 1000 5000

4 20 200 1000

2 10 100 500

1 5 50 250

混合用の棒

バケツ

消
毒
の
た
め
に
準
備
す
る
も
の

ゴム手袋

消毒薬

消毒薬

一部の菌やウイルスに
効果があり、人体にも使う
ことができる。
引火性に注意する必要が
あり、粘膜や傷口には使用
できない。

ウイルスや一部の菌に効
果があり、低濃度であれば
人体にも使うことができる
が、粘膜や傷口には使用で
きない。
腐食性があるため、金属性
の物品消毒には適さない。

一部の菌やウイルスに
効果があり、人体にも使う
ことができる。
粘膜や傷口にも使用でき
るが、車両や厩舎設備の
消毒にはあまり適さない。

アルコール系

塩素系

ヨウ素系

逆性石鹸

一部の菌やウイルスに
効果があり、人体にも使う
ことができる。粘膜・傷口や
厩舎内、車両消毒など
幅広く使用できる。
低温で希釈すると効果が
低下するため注意が必要。

アルコール

【参考：畜産分野の消毒ハンドブック （平成31年２月）公益社団法人中央畜産会】

詳細はこちら

〜
育
成
馬
厩
舎
の
ハ
ナ
マ
エ
で
〜

30 29
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逆
性
石
鹸
の
効
果
的
な
使
い
方

逆
性
石
鹸
は

消
毒
前
に
、有
機
物
を
除
去
す
る
た
め
の
洗
浄
は
、重
要
な
ポ
イ
ン
ト

逆
性
石
鹸
に
、
マ
イ
ク
ロ
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
粒
子
の
小
さ

い
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
）
を
混
合
し
た
も
の
で
、
幅
広
い
病
原

体
に
効
果
を
発
揮
し
、
低
温
下
で
も
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

臭
気
が
少
な
い
、
ほ
ぼ
透
明
、
腐
食
性
が
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

消
毒
薬
と
し
て
、
現
場
で
は
広
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
効
果
が
あ
る
病
原
体
は
、
限
ら
れ
て
お
り
、
温
度
が
低

い
環
境
や
、
有
機
物
の
存
在
下
で
は
、
効
果
が
十
分
に
発
揮
で
き

な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
欠
点
を
補
う
効
果
的
な
使
い
方
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
手
指
の
消
毒
（
医
薬
部
外
品
）

　
　
市
販
品
が
あ
り
ま
す
。

２
．
厩
舎
等
で
の
使
用
方
法

　
①
混
合
液
の
作
製
方
法

　
　�

市
販
品
は
、
大
量
で
用
い
る
と
高
価

に
な
る
た
め
、
現
場
で
の
使
用
は
、

表
に
示
し
た
方
法
で
混
合
液
を
作

製
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
　
　

　
②
消
毒
方
法

　
　•

�

動
力
噴
霧
器（
高
圧
洗
浄
機
）で
、

混
合
液
を
対
象
に
噴
霧
し
ま
す

が
、
有
機
物
が
付
着
し
て
い
る
場

合
に
は
、
水
圧
で
そ
ぎ
落
と
す
こ

と
が
重
要
で
す
。

　
　•

�

雑
巾
や
モ
ッ
プ
に
よ
る
拭
き
取
り
は
、
混
合
物
を
滴
下
し
た
だ
け

よ
り
も
非
常
に
効
果
的
で
す
。
た
だ
し
、
適
当
な
間
隔
で
す
す
ぎ
、

混
合
液
を
交
換
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
　•

�
混
合
液
を
噴
霧
し
た
の
ち
、
デ
ッ
キ
ブ
ラ
シ
等
で
こ
す
り
洗
い
す

る
と
、
効
果
的
で
す
。

混
合
液
の
使
い
方

逆性石鹸の
希釈倍率

逆性石鹸
原液量
（mL）

マイクロ水酸化
カルシウム重量（g）
（0.2％）

水
（L)

1000倍 300 600 300

500倍
（厳冬期） 600 600 300

逆 性 石 鹸

＋

混 合 液

マイクロ水酸化
カルシウム
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消毒薬の種類と対象
消毒薬の種類

逆性石鹸 ヨウ素系 塩素系 アルコール類 消石灰�
石灰乳

一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○

芽胞菌 × △ △ × ×

ウイルス（膜有） ○ ○ ○ ○ ○

ウイルス（膜無） × △ ○ × △

手指 ○ ○ △ ○ ×

踏込消毒槽 ○ △ △ × ○

車両 ○ × △�
（腐食性有）

○�
（車内）

○�
（タイヤ）

敷地内 △ × △ × ○

厩舎・設備・
器具機材 ○ △�

（腐食性有）
△�

（腐食性有）
○�

（器具機材） ○

飲水 ○ △ △ × ×

馬体 ○ ○ △ ○�
（注射時） ×

厩
舎・馬
房
消
毒

　
ジ
デ
シ
ル
ジ
メ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

　
（
商
品
名 

ア
ス
ト
ッ
プ
）

　
２
０
０
０
倍
希
釈
液

踏
込
槽・タ
イ
ヤ
消
毒

　
ジ
デ
シ
ル
ジ
メ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

　
（
商
品
名 

ア
ス
ト
ッ
プ
）

　
２
０
０
０
倍
希
釈
液

馬
房
消
毒

✓
Ｍ
Ｒ
Ｓ
Ａ
な
ど

　
①
高
圧
洗
浄
機
に
よ
る
清
掃

　
②
微
酸
性
次
亜
塩
素
酸
水

　
③
加
速
化
過
酸
化
水
素
水

　
　
（
商
品
名 

ハ
イ
プ
ロ
ッ
ク
ス
ア
ク
セ
ル
） 

60
倍
希
釈
液

✓
芽
胞
菌
な
ど

　
①
高
圧
洗
浄
機
に
よ
る
清
掃

　
②
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

　
　
（
商
品
名 

ピ
ュ
ー
ラ
ッ
ク
ス
） 

10
倍
希
釈
液

　
③
加
速
化
過
酸
化
水
素
水

　
　
（
商
品
名 

ハ
イ
プ
ロ
ッ
ク
ス
ア
ク
セ
ル
） 

60
倍
希
釈
液

通
常
時

疾
病
発
生
後

……大腸菌、サルモネラ属菌など一般細菌 ……馬インフルエンザウイルス
　　馬鼻肺炎ウイルス、日本脳炎ウイルス等

ウイルス（膜有）

……クロストリジウム属菌など芽 胞 菌
……馬ロタウイルス　　　　　　　　　ウイルス（膜無）

○
：
効
果
有

△
：
効
果
弱

×
：
効
果
無�

○
：
適
用
　
×
：
不
適�

△
：
状
況
・
消
毒
薬
種
類
に
よ
り
不
適

病原体の
種類

消毒対象

馬房消毒 タイヤ消毒用マット

現
場
で
の
使
用
例



33

集
語
用

準
基
理
管
生
衛
養
飼

方
の
理
管
生
衛
る
係
に
養
飼
の
そ
が
者
有
所
の
馬

。
と
こ
の
準
基
き
べ
す
守
遵
し
関
に
法

域
区
理
管
生
衛

料
飼
、
ク
ン
タ
料
飼
、
所
場
管
保
の
品
物
る
す
触
接
接

類
衣
や
毒
消
が
者
た
れ
触
接
直
に
馬
、
舎
肥
堆
、
庫
倉

網
て
全
を
囲
範
る
す
動
行
に
ず
わ
行
を
換
交
の
靴
び
及

。
と
こ
の
域
区
た
し
羅

者
理
管
生
衛
養
飼

生
衛
養
飼
、
た
れ
さ
任
選
に
と
ご
域
区
理
管
生
衛

理
管
ら
自
者
有
所
の
馬
。
と
こ
の
者
任
責
の
理
管

。
能
可
も
と
こ
る
な
と
者

師
医
獣
の
当
担

録
記
理
管
生
衛

、
り
お
て
し
羅
網
を
項
事
の
下
以、
は
録
記
理
管
生
衛

。
と
こ
る
す
管
保
間
年
１
も
と
く
な
少

域
区
理
管
生
衛
が
外
以
者
事
従
の
場
農
該
当）
１
（

記
て
い
つ
に
目
項
の
次、
は
に
合
場
る
入
ち
立
に

。
と
こ
る
す
を
録

[

名
氏

][

属
所
は
又
所
住

][
日
月
年

][

的
目

]
[

載
記
て
い
つ
に
両
車
と
人
（
無
有
の
施
実
の
毒
消

口
入
出
の
域
区
理
管
生
衛
は
帳
台
毒
消
。
と
こ
る
す

）。
と
こ
る
す
録
記
し
置
設
に

][
内
以
間
週
１
去
過

歴
在
滞
の
で
外
海
の

][

は
又
国
の
て
全
た
し
在
滞

飼
の
物
動
う
行
で
外
以
場
農
該
当
が
者
事
従）
１
（

項
事
止
禁
る
け
お
に
養

項
事
意
注
の
後
国
帰
び
及
時
航
渡
外
海）
２
（

 
に
物
便
郵
（
み
込
持
の
品
製
肉
の
ら
か
外
海）
３
（

起
喚
意
注
る
す
関
に）
。
む
含
を
み
込
持
る
よ

止
禁
の
み
込
持
の
品
物
な
切
適
不
の
へ
内
場
農）
４
（

へ
内
場
農
を
等
材
機
、
具
工
、
り
限
な
能
可）
５
（

組
取
の
め
た
い
な
ま
込
ち
持

い
扱
取
の
等
品
食
、
材
機
、
具
工
む
込
ち
持）
６
（

止
防
入
侵
の
へ
内
域
区
理
管
生
衛
の
物
動
生
野）
7
（（

8

等
設
施
、
両
車
、
品
物
、
靴
、
服
衣
、
指
手）

、
法
方
な
的
体
具
る
す
関
に
毒
消
び
及
浄
洗
の

等
間
時
燥
乾
び
及
間
時
用
作
、
類
種
の
薬
毒
消

全
8

医
獣
の
当
担
や
所
生
衛
健
保
畜
家
、
を
目
項

し
成
作
て
せ
さ
映
反
を
見
意
の
家
門
専
の
等
師

者
業
事
部
外
や
員
業
従
、
て
し
ど
な
る
す
置
設
を

。
と
こ
う
行
を
底
徹
・
知
周
う
よ
う
ら
も
て
し
守
遵
に

称
名
の
域
地

][

馬
る
け
お
に
域
地
は
又
国
の
そ

無
有
の
り
入
立
の
へ
等
設
施
養
飼
の

]

が
者
の
数
多
つ
か
定
特
不
の
他
の
そ
場
牧
光
観
※

、
て
い
お
に
設
施
る
れ
さ
定
想
が
と
こ
る
入
ち
立

靴
び
及
指
手
る
け
お
に
口
入
出
の
域
区
理
管
生
衛

管
生
衛
が
者
の
数
多
つ
か
定
特
不
、
ど
な
毒
消
の

及
み
込
持
の
体
原
病
の
際
る
す
り
入
出
に
域
区
理

じ
か
ら
あ
を
則
規
の
め
た
る
す
止
防
を
し
出
持
び

る
あ
で
の
も
な
切
適
が
員
疫
防
畜
家
、
し
成
作
め

。
い
な
で
り
限
の
こ
、
は
合
場
た
し
認
確
を
と
こ

の
そ
、
は
に
合
場
た
し
航
渡
に
外
海
が
者
事
従）
２
（

録
記
を
称
名
の
域
地
は
又
国
び
及
間
期
在
滞

。
と
こ
る
す

、
態
状
康
健
び
及
数
頭
、
類
種
の
馬
た
し
入
導）
３
（

年
の
入
導
に
び
並
称
名
の
等
場
農
の
元
入
導

。
と
こ
る
す
録
記
を
日
月

の
等
場
農
の
先
動
移
は
又
荷
出
、
態
状
康
健
び

す
録
記
を
日
月
年
の
動
移
は
又
荷
出
に
び
並
称
名

。
と
こ
る

有
の
状
異
び
及
齢
月
、
数
頭
の
馬
る
す
養
飼）
５
（

に
合
場
る
あ
が
状
異
。
と
こ
る
す
録
記
を
無



員
疫
防
畜
家

、
る
い
て
し
務
勤
に
所
生
衛
健
保
畜
家
に
主

の
員
職
県
府
道
都
た
れ
さ
命
任
に
事
知
県
府
道
都

査
検
の
病
疾
性
染
伝
の
畜
家
。
と
こ
の
等
師
医
獣

務
業
の
等
導
指
守
遵
の
準
基
理
管
生
衛
養
飼
や

に
心
安
全
安
の
食
、
興
振
の
産
畜
、
て
じ
通
を

。
る
い
て
し
献
貢

師
医
獣
の
当
担

と
所
生
衛
健
保
畜
家
、
た
れ
ら
め
定
に
と
ご
場
農

播
伝
的
械
機

、
び
運
を
体
原
病
た
し
着
付
に
体
、
が
ど
な
鳥
野

。
と
こ
く
い
て
げ
拡
に
囲
周

染
汚
次
二

し
介
を
ど
な
馬、
泥、
靴
長、
指
手
た
れ
さ
染
汚
に
体
原
病

。
と
こ
る
れ
さ
染
汚
に
体
原
病
が
所
場
や
物、
人
の
他、
て

播
伝
、
延
ん
ま

。
と
こ
る
が
拡
で
間
場
農
、
域
地
が
病
染
伝

。
と
こ
る
が
拡
て
し
染
感
へ
馬
が
体
原
病

病
染
伝
視
監

、
た
れ
ら
め
定
に
法
防
予
病
染
伝
畜
家

28

家
の
病
疾

と
病
染
伝
畜

71

。
称
総
の
病
染
伝
出
届
の
病
疾

病
染
伝

を
て
全
病
疾
性
染
伝
の
畜
家
。
と
こ
の
症
染
感

。
す
指

保
家

の
所
生
衛
健
保
畜
家
、
た
れ
さ
置
設
に
県
府
道
都

。
称
略

体
原
病

。
と
こ
の
ど
な
虫
生
寄
、
ス
ル
イ
ウ
、
菌
細

物
機
有

。
物
合
化
む
含
を）
C
（子
原
素
炭
る
す
来
由
に
物
生

。
ど
な
肉
、
液
体
や
ん
ふ
の
物
動

][

の
置
処
の
他
の
そ
薬
投
び
及
果
結
療
診
る
よ

。
と
こ
る
す
録
記
て
せ
併
を
況
状

ら
か
等
師
医
獣
の
当
担
、
所
生
衛
健
保
畜
家）
６
（

こ
る
す
録
記
を
容
内
の
導
指
の
へ
場
農
該
当
の

。
と

ロ
ボ

と
こ
の
糞
馬
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